
  事　業　主　　殿

高さ２㍍以上の箇所であって、幅４０㎝以上の作業床を設けることが困難なところの業務に従事する者は、

労働安全衛生規則第36条31号、32号により、特別教育を受けることが義務付けられています。

記

１．日時・場所

第一回

第二回 リーパスプラザこが

第三回

第四回

第五回 リーパスプラザこが

第六回 リーパスプラザこが

２．定員   50名
                                        
３．受 講 料・テキスト代 （消費税込み）

　

４．カリキュラム           　  

５．申込方法 

◎受講申請書に記入、捺印(社印)の上、下記の書類を添えて当協会へご郵送下さい。
● 自動車運転免許証のコピー、又は個人番号が記載されていない住民票

 　 
　　　　　　　※手続き完了の方には受講票をＦＡＸいたします。

◎申込先    〒810-004   福岡市中央区赤坂1-7-23　赤坂弁護士ビル５Ｆ

                　　　　　　   福岡中央労働基準協会 

◎振込先    受講料は下記の指定口座に受講日の一週間前迄にお振り込み下さい。

　（振込手数料は受講者負担でお願いします。）

              

６．修 了 証     科目を終了された方に、修了証を交付します。

７．そ の 他     既納の受講料は原則として返却いたしませんので、もし当日受講でき

                 ないときは代替者を派遣していただきますようお願いします。

福岡中央労働基準協会

〒810-0042   福岡市中央区赤坂1-7-23赤坂弁護士ビル5

 ■TEL：092-711-9132     ■FAX：092-731-8839

合　計

（単位:円）

③作業に関する知識

⑤墜落制止用器具の使用方法等（実技）

昼　　　食 11:50～12:40

12:40～14:40④墜落制止用器具に関する知識

14:50～16:20

800
10,000

7,200

博多中央港湾福祉センター

博多中央港湾福祉センター

須恵町地域活性化センター

７月２３日（火）

8,000

受　講　料 テキスト代

フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育のご案内

福岡中央労働基準協会

9:10～16:20

回 日　　　　　程 時　　間 場　　　　所

４月１２日（金）

９月１０日（火）

１１月１日（金）

１２月３日（火）

２月１８日（火）

講　習　内　容

一      般 9,200

福岡中央労働基準協会会員

西日本シティ銀行　赤坂門支店  普通口座　1388163

  口座名義  　福岡中央労働基準協会　

時　間

9:10～10:10

10:10～10:40

10:50～11:50

①労働災害の防止に関する知識

②関係法令




